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令和４年１２月１３日 

 

さいたま市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会 

  



 

はじめに 

 

 

与野公園は、明治１０年に天祖神社の境内地等を地域住民のいこいの場として開園し

た、埼玉県内で３番目に歴史ある公園である。開園以来、維持・管理について地域住民が

深く関わっており、現在も公園のシンボルであるバラの管理の一部は、バラサポーターに

よって行われているなど、地域から非常に親しまれる公園となっている。 

また、国道１７号新大宮バイパスに接しており、交通の便に恵まれた立地条件であるこ

とから、地域住民のみならず、地域外からの来訪者の憩いやあそびの場となっており、新

たな「緑のオープンスペース」や「遊戯施設」等を整備することにより魅力の更なる向上

が期待される。加えて、国道に隣接する立地を活かした収益施設の整備やイベント開催等

による公園の賑わいや魅力の創出を目指している。   

そこで、公募設置管理制度（Park-PFI）と指定管理制度を併用して民間事業者のアイデ

ィアと優れた経営ノウハウによる「魅力的な公園の設計施工・管理運営」の実現を目的に、

事業者を公募したものである。 

特定公園施設・公募対象公園施設を新設するにあたり出来る限り事業者の創意工夫が

発揮できるような自由度の高い公募を実施した。 

この度、本事業に１者から応募提案があり、その提案は市の提示条件に対応しつつ、公

園の新たな魅力を創出し、かつ地域の活性化が期待できるものであった。 

さいたま市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会（以下、「本選定委員会」という。）

において提案書を精査し、事業実施方針や整備計画、管理運営計画等を公正かつ客観的に

評価し、総合的に審議した。その結果、設置等予定者候補を選定したので、ここに選定結

果及び講評をとりまとめる。 

 

 

令和４年１２月１３日 

さいたま市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会 

委員長 涌井 雅之 

  



１.選定委員会 

（１）選定委員会の体制 

                                                                      （敬称略） 

委員長 涌井 雅之 ／東京都市大学環境学部 特別教授 

委員 町田 誠  ／(一財)公園財団 常務理事、 

横浜市立大学大学院都市社会文化研究科 客員教授 

委員 関根 ゆり ／公認会計士、中小企業診断士 

委員 さいたま市 都市局長 

委員 さいたま市 都市戦略本部長 

 

（２）選定委員会の開催経緯 

選定委員会の開催日程及び協議内容は、以下のとおりである。 

開催日 協議内容 

令和４年７月２８日 与野公園の都市公園法第５条の２に基づく公募設置等指

針（案）について 

令和４年１２月１３日 与野公園の都市公園法第５条の４に基づく設置等予定者

の選定について 

 

２.事業者の公募 

都市公園法（以下、「法」という。）第５条の２に基づき公募設置等指針を策定し、令和４

年８月３日付けで公示し、同指針の配布を開始し、事業者公募を実施した。 

令和４年１１月４日までに１者より公募設置等計画が提出された。 

 

３.審査・選定結果 

（１）審査及び選定の流れ 

 設置等予定者候補の選定にあたっては、事務局が都市公園法第５条の４第１項に基づき、

提出された公募設置等計画の第一次審査を行い、その審査を通過した計画について、選定委

員会が都市公園法第５条の４第２項に基づき第二次審査を行った。第二次審査では、公募設

置等計画及びプレゼンテーションの審査を行い、設置等予定者候補を選定した。 

  

（２）第一次審査 

① 審査方法 

公募設置等計画等が公募設置等指針に照らし適切なものであること、公募対象公園施設

の設置又は管理が法第５条第２項各号のいずれかに該当するものであること、公募設置等

計画等を提出したものが不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと等、

公募設置等指針との適合性を審査した。 

② 審査結果 

これらの条件を満たしていると認められた。 

 

 



（３）第二次審査 

① 審査方法 

法第５条の４第１項に基づく審査により公募設置等指針との適合性が認められた公募設

置等計画等について、公募設置等計画及びプレゼンテーションの内容を評価基準に基づき、

評価し、審査を行った。 

② 審査結果 

各選定委員の評価点の平均点を比較し、最高得点を得た公募設置等計画の提出者を設置

等予定者候補として選定した。 

項
目 評価項目 評価の視点 配点 

各項目評
価点平均 
大和リース
グループ 

事
業
の
実
施
方
針 

事 業 の 実 施
方針 

・当該都市公園の特性等を踏まえた事業運営
の基本的考え方 など 

50 

10 8 
事 業 の 実 施
体制 

・応募法人等の役割分担・実績・財務健全性
について 

・業務の実施体制、緊急時の連絡体制、人員
の配置について など 

10 8 

地 域 活 性 化
への貢献 

・地域の活性化に資する連携方針について 
など 10 7 

事 業 ス ケ ジ
ュール 

・適切な事業スケジュールとなっているか 
など 10 7.5 

リスク管理 ・想定される事業リスクとその対応方針につ
いて など 10 7 

各
施
設
の
整
備
計
画 

施 設 全 体 の
配置計画 

・公園全体として、適切な施設配置、動線計
画となっているか 

・景観に配慮した建築意匠、ランドスケープ
が提案されているか 

・駐車場等は公園全体の施設規模に配慮した
台数設定となっているか など 

70 

30 20 

公 募 対 象 公
園 施 設 の 建
設計画 

・公募対象公園施設は、本事業の基本方針に
て示した公園の実現に資するような独自性
の高い施設整備計画となっているか 

・他公園施設との連携に資する施設提案とな
っているか など 

20 15 

特 定 公 園 施
設 の 建 設 計
画 

・魅力ある施設整備計画となっているか 
・施設利用者に配慮した施設配置、動線計画

の提案となっているか など 
20 13.5 

施
設
の
管
理
運
営
計
画 

・イベントの開催など公園の賑わい向上や集客につながる企
画の提案となっているか 

・利用者サービス向上に資する施設の管理・運営計画となって
いるか 

・維持管理の方針は適切な提案となっているか 
・災害時の施設の運用が、一時避難所としての機能を備えた計

画となっているか 
・公園施設の管理運営上想定されるリスク（事故、瑕疵、自然

災害等）とその対応方針について など 

50 32 

価
格
審
査 

特定公園施設
の建設に係る
提案額 

①特定公園施設の建設における市の負担額をど
れだけ軽減しているか 

30 

10 10 
②特定公園施設の建設における提案内容の価値

が高いか 10 10 
管理運営経費
の提案額 

③管理運営の経費における市の負担額をどれだ
け軽減しているか 10 10 

合計点 200 148.0 



 

審査の結果、設置等予定者候補は以下となった。 

設置等予定者候補：大和リースグループ 

代表法人 大和リース株式会社 さいたま支店 

構成法人 大日本コンサルタント株式会社 

アイル・コーポレーション株式会社 

 

４.講評 

選定委員会は、事業者公募時に公表された評価基準に基づき、提出された公募設置等計画

及びプレゼンテーションの内容を踏まえ公正な審査を行い、設置等予定者候補を選定した。 

 （１）大和リースグループ 

周辺景観に配慮した公募対象公園施設の設置、バラ園が一望できる展望テラスの設

置、もともとの公園の地形を生かした魅力的なあそび場の提供など、公園全体の魅力向

上に繋がる大変熱心な事業者の取組みがよく伝わる提案であった。 

 

５.総括 

提案のあった計画は、与野公園の特性を捉えたうえで、与野公園に新たな楽しみを加える

非常に魅力的なものであった。地域住民との協働による公園づくりを促進し、明治１０年に

開設した埼玉県内で３番目に歴史ある公園が、これからもあらゆる世代に永く親しまれる

公園となり、地域全体の魅力向上にも繋がる事業を展開していただくことを願っている。 

最後に、選定委員会としては、提案書作成に当たり事業者の熱意、努力を高く評価してお

り、構成団体の皆様に重ねて感謝を申し上げる次第である。 


